
20.11.14 

拡大支部・分会代表者会議  

賃金・法政資料 

①新高教交渉（別紙１） 

主なやりとり 
 ・労働条件改善（上限方針・7 限廃止）  
 ・給特法（時間外勤務命令） 
 高校課長不誠実回答頻発   
再交渉日程 11 月26 日(木) 16:15～17:15 交渉  
※参加体制 本部執行委員＋各支部代表１＋技労組１ 

 

 ②新教連確定交渉（別紙2） 

11 月5 日(木)16:15～17:15  11 月 12 日(木)16:15～17:15 
ポイント ・賃金改善   ・各種手当、旅費  ・臨時教職員処遇改善 
     ・労働条件改善 ・再任用制度    ・休暇制度 

 

 ③非常勤講師配置問題 （別紙３） 

需給の見直し  
→ 非常勤講師配置削減は少人数展開や選択希望者の少ない科目を想定 

過員処理がある学校 
→ 非常勤をその学校に配置しないといけない 

 

 ④○日部活動検討委員会 （別紙４） 

○改革の方向性 
「休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境」を構築 
希望する教師は、休日に指導を行うことができる仕組みを構築 

○具体的な方策 
Ⅰ．休日の部活動の段階的な地域移行（23 年度以降、段階的に実施） 
Ⅱ．合理的で高知瑠的な部活動の推進 

○スケジュール 
21 年度より教師の兼職兼業による地域部活動への参画 
23 年度より部活動改革の全国展開    ※22 年度教員勤務実態調査 

 

 ⑤感染症対策 

緊急連絡 … 保護者連絡等で勤務時間外にかかる 
消毒体制 … 基本的には業者が行う 
授業補填 … 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により、学校教育

法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の
授業時数を下回ったことのみをもって、学校教育法施行規則に反す
るものとはされない 

 
 ⑥人事異動（別紙 ）指示第 61 号・66 号  

10 月13 日(火) 県教委管理係確認 
 今年度末については例年とあまり変わりなし 
ヒアリングは具体的・明確に！ メモを残す 積極的に校長に確認を！ 

21 年度末22 年度初の人事異動の「地域」及び「群」の分類について 
県立高校等年齢別職員数 

 
 

⑦その他 

   



別紙１－１ 

 新潟高教組 

新高教統一要求書交渉速報 
2020 年 10 月 27 日 全組合員配布 

自ら策定した上限方針を半年で形骸化 
高校課長答弁 
必要な引継ぎがなされていない 

交渉の連続性を断ち切る不誠実回答 
担当が変わり業務削減やる気なし!! 
 新潟県高等学校教職員組合（以下：新高教）は 10 月 29 日に 9 月 1 日付「教育改革、教

育予算・定数増、賃金・制度改善などに関する要求書」に基づき県教委交渉を行った。 

 様々な課題がある中、①多忙化解消②高校将来構想③人員配置課題④再任用教職員課題

⑤ハラスメント課題⑥臨時・非常勤教職員処遇改善を柱とし交渉に臨んだ。 

 県教委は昨年 12 月に「県立高校の教師の勤務時間の上限に関する方針」を策定、4 月よ

り時間外の勤務時間を削減するための取組を行っていることになっている。しかし、現場

実態として業務削減が進んでいる様子は見られていない。方針に記載されている取組につ

いて状況等を迫ったが、具体は一切示されず、さらに長谷川高校課長は 7 限の廃止につい

て昨年交渉回答と主旨の異なる発言に徹する姿勢を見せた。 

上限方針（7 限廃止）に関わる長谷川高校課長答弁 
原則 7 限はなくなるが、国の研究指定（SSH、地域との共同事業）、県の施策（医療系）

等については特例を認める 

55 分授業は認める。終了時間が 16 時前になることで放課後 1 時間程度時間ができる 

方針の撤退ということでない 

 学校によって特色、育てる人物像があるのでそれによって必要な授業数が出てくる 

 授業の時間はある程度必要なところがある 

50 分 6 限が基本だが、学校の特色によっては 55 分 6 限もありうる（協議はしない） 

放課後の時間確保という主旨は変わっていない。授業をやらないといけない学校もある 

教育課程の編成期限は今年度末まで 

業務の具体的な削減について 
出退校簿を見て、時間外が長い人を指導してくれという話をしている 

閉庁日、会議の削減、仕事の平準化を指導した 

方針をどれだけ順守させるかが教育委員会としての仕事 

 上記、①～⑥を柱に臨んだが、上限方針に関して後退ととれる長谷川高校課長答弁から、

しつこく県教委の姿勢を追及した。昨年度の藤井高校課長（現次長）と異なる答弁であり、

不誠実交渉と言わざるを得ない。再交渉を求め、県教委責任での上限方針の徹底を追求し

ていきます。以下、交渉で確認した事項です。 

○いじめ対策推進委員負担軽減のための非常勤講師は継続配置 
○通級指導については現行、他県のやり方等の研究をしていく 
○高校再編は示そうとしている。望ましい学級規模に向かって

いきたい 
○再任用希望者は 2014 年に対し 2020 年は希望者が 5 倍 



19.12月策定 「県立学校における教員の勤務時間の上限に関する方針」より    別紙１－２ 

 

 県教育委員会と学校が連携して進める取組 

（１）勤務時間に対する意識改革 

◯勤務時間のマネジメントに関する管理職対象の研修の実施 

◯教員の働き方に関する観点からの学校運営方針、学校自己評価、教職員評価の見直し 

（２）部活動指導の適正化 

  ◯部活動の数の見直し 

  ◯「新潟県部活動の在り方に係る方針」の遵守 

  ◯複数の顧問制などによる部活動業務の分担 

  ◯週休日等に参加する大会・試合の精選 

  ◯高体連・高文連・高野連・中体連・各競技団体等への連携・協力・要請 

  ◯生徒・保護者への理解の促進 

（３）業務の削減・簡素化・効率化 

  ◯学校行事の見直しの推進 

  ◯学校業務の再整理 

◯諸会議の開催回数や所要時間の見直し 

◯校務分掌などの業務の平準化 

◯書類や教材等の共有化の推進 

◯定時退庁を促す取り組み 

（４）登退庁時刻の見直し・学校閉庁日の設定 

◯登退庁時刻の見直し 

◯学校閉庁日の設定 

◯週休日・祝日の登庁の禁止 

（５）教育課程の見直し（2022年度から） 

◯全日制課程における1日の授業時間数の短縮（7限の廃止） ※ 

教育委員会の取り組み 

（１）学校調査の精選・工夫、教員研修の見直し 

（２）外部人材の活用 

（３）勤務時間の割り振り変更の検討 

（４）教員の働き方改革に関する保護者・県民の理解促進 

 

※ 新学習指導要領が求める主体的・対話的で深い学びを実施するには、教員の授業準備にかける時間

と、生徒一人一人が課題を設定し自ら学ぶ時間の確保が必要である。そのため、新学習指導要領実

施に伴う教育課程の編成においては、各教科・科目の単位数の見直しを行い、全日制課程では１日

の授業は６限までとする。 



別紙２－１ 

 

 新潟高教組      

新教連確定交渉①速報  

2020 年 11 月 6 日 全組合員配布  

11 月 6 日（木）県庁 501 会議室で新教連確定期交渉が行われ、以下のポイントについて重点

的にやりとりを行いました。 

  ①賃金改善       ②臨時教職員処遇改善 ③各種手当・旅費 

④再任用制度・定年延長 ⑤労働条件改善    ⑥ハラスメント対応 

「主な回答」 

①「労使合意に向け誠意をもって協議を行う」 

②「臨時職員給与上限撤廃は大きな課題と認識」 

 「私傷病休暇は３６県で有給 新潟県も課題と認識」 

③「遠距離通勤はある一定の人数はやむを得ないが、むやみに増やすこ

とはない」 

 「旅費放棄が行われないよう校長を指導していく」 

 「部活動指導手当申請件数(4 月～9 月)例年の５割減」 

④「定年延長は国動向を注視 長期的計画的な人事管理を行う」 

 「再任用希望者原則全員採用、配置調整を進めていく」 
 

②の臨時職員の給与上限は 1 級 73 号で上限に達している職員は 455 人（46.6%）いるこ

とが分かった。昨年よりもさらに進み、30 の県等が上限設定を設けていないことから、他県

均衡を求め撤廃にむけて回答を引き出したい。私傷病休暇有給化についても同様。 

③について、40km 以上の通勤者が 879 人（昨年＋７）いることがわかった。むやみに増

やすことはないと回答があったが、遠距離通勤増の課題解決に向け、人事異動方針の抜本的改

善を求めていく。今年は新型肺炎の関係もあり、部活動指導手当申請件数が減っているようだ

が、2 年後の部活動指導手当に関する経過措置終了に向け、制度と実態が乖離しないよう注視

していく必要がある。 

④の再任用課題について、学級減が多いことや再任用希望者が増えていることを理由とする

など、高校課長はまるでこれまでの経過、課題を認識していない様子がうかがえた。希望通り

の任用形態、定年延長と再任用制度の絡みについても追及していく。 

⑤労働条件改善⑥ハラスメントについては時間の都合上次回（11 月 12 日）第 2 回交渉に

積み残しとなった。4 月から給与の臨時削減を受けているが、業務削減が進んでいる実感はな

い。新高教交渉時と同様、高校課長から学校現場を少しでも良くしようという雰囲気は感じ取

れず、非常に残念な交渉となった。次回交渉に向けさらに課題を投げかけ、前進回答を引き出

していく。 

次回交渉 11 月 12 日（木） 新教連確定交渉② 

また、10 月 26 日（月）新高教統一要求書交渉において、高校課長答弁が不誠実だったこ

とから再交渉を設定している。詳細は別途連絡する。 



別紙３ 

 
 

 新潟高教組 

非常勤講師削減課題折衝速報 
2020 年 10 月 23 日 全組合員配布 

需給見直しは学級減が多いことが理由 

非常勤講師配置数と教諭定数に深い関係 
 新潟県高等学校教職員組合（以下：新高教）は 10 月 22 日に 10 月 8 日付「県の財政節

減を理由とした非常勤講師削減に対する要求書」に基づき県教委折衝を行った。 

 現場からは「20 年度に配置した非常勤講師について、21 年度は配置できないので需給

の見直しをするように」と言われていると情報が寄せられている。事前に担当課より「21

年度予算編成にあたって、さらに厳しいシーリングがかけられた。20 年度比で 10%削減

を財政当局に求められている。その為に非常勤講師の配置を減らさないといけない」と

話を受けていたが、折衝の中で以下のことが明らかになった。 

 

○需給見直しによる非常勤講師配置削減は少人数展開や選択
希望者の少ない科目を想定 

○過員処理を行った場合、非常勤をその学校に配置しないとい
けない。その為に学級減のない学校の非常勤を減らす 

○財政が潤沢であれば見直しの必要はないという点では財政

が影響していないわけではない 
 

理由：非常勤講師配置は、標準法で示されている教諭定数を崩すことで配置している。

学級減が行われる学校については、過員処理がセットで行われる。正規教諭が減

ることにより、非常勤講師の人数が増えることが考えられる。学級減のない学校

の非常勤講師の数を見直すことで、学級減のある学校に対して、非常勤講師を配

置することが可能となる。 

想定：少人数展開の授業や選択希望者の少ない科目の見直しを想定している。授業の実

態を無視することはない。また、生徒の進路に関わる科目については開講する必

要がある。機械的に何人ということではなく、見直し可能か検証してもらいたい

ということで話をしている。非常勤講師が削減された状態で、展開数を維持しよ

うと教諭の授業時数や負担が増えることは前提として話をしているわけではな

いが、希望していることについては妨げるつもりもない。 

   学級減のない学校が対象。 

上記想定から小規模校が多く対象となることが懸念される。当然、全体として大きな問題

だが、人数の少ない小規模校でさらに教職員数が減ることは影響が大きいことを指摘した。

一律に何人ということではなく、可能かどうか学校とよく確認をすると話があったことから、

あがってきたものをそのまま了承するのではなく、学校事情をよく確認して判断するよう強

く要請した。また、授業をやりたいのであればどうぞという姿勢は働き方改革と逆行する形

となる。そうであれば、他の部分で業務削減が必要と訴えた。 

 今回の非常勤講師削減の話は、教職員定数、再任用教職員の配置等に関係する。学級

減・過員処理が理由であるのであれば、新高教が以前から指摘しているとおり、突然降

ってわいた話ではない。県教委の見通しの甘さを指摘し、引き続き問題点・課題を突き

つけながら、必要な人員確保、実態のある業務削減に向け、10 月 26 日の新高教統一要求

書交渉に臨む。 







別紙⑤ （指示第 61 号 別紙３） 
 
組合員のみなさま 
                                                                    2020 年 10 月 13 日 

新高教本部 法政部 
 
  新高教本部は人事異動に関して、本部は 10 月 13 日に県教委と折衝を行いました。人事異
動調査票の記入と、ヒアリングに際しての留意点をまとめましたので確認ください。 
 
 

◯ヒアリング時の留意点 
 
①ヒアリングの際は日時、内容等を必ずメモするなど記録に残しておくこと。 
（「言った・言わない」にせず、校長の真摯なヒアリングを引き出すことにもつなげる） 
 
②曖昧なやり取りは、管理職・県教委に都合よく解釈される危険があることから、明確な回
答を心がけること。 
 
③合理的な理由で異動できない学校：「人事異動調査票」の「７ 異動希望地域・群」に記
入した地域や群にあっても異動できない学校や、異動できない地域や群があれば、「６ 異
動に当たって、配慮してほしい事柄。…」に丁寧に記入するとともに、ヒアリング時にも、
合理的な理由(例 育児や介護のために長距離通勤や夜間定時制、週休日勤務（通信制）での
勤務は無理 など)をもとに「地域・郡別学校分類表」などを持参するなどして具体的に伝え
ること。 
 
④異動先の決定にはヒアリングでのやり取りが最も重要であり、県教委は｢ヒアリング内容は
すべて校長から聞き取る｣としていることから、プライベートな事柄なども校長に対して明
確かつ具体的に伝えること。 
※異動調査票「６」にも必ず明記すること。 
 
⑤３年以上勤務者は｢３つ以上｣、重点人事該当者については「4 つ以上｣の希望地域群記入と
していますが、どうしても書けない場合には、その合理的な理由を明確に伝えること。（例 
新採用から 3 校目になる場合にＡ群校経験となるが、通勤を考えた場合に 4 地域のＡ群校を
記載することは物理的に不可能 など） 
※異動調査票「６」にも書けない理由として必ず明記すること。３つまたは４つ以上書けな
かったことにより「異動調査票」受け取らない等の発言があったら本部に連絡すること。 
 
⑥ヒアリング後は、管理職からの声掛けを待つだけでなく、人事異動作業の進捗状況につい
ては、常に自ら校長に問い合わせること。 
（例えば、「先日のヒアリングの際に懸念していたことを県に伝えてもらいましたか？」と
か「異動に際して子どもの保育所を探さねばならないかどうか、県はどのように言っていま
すか？」などと、何度も繰り返し確認すること→すべて記録に残す） 
 
⑦ヒアリングの際に、不信・不快・疑問に感じることがあれば、そのままにしておかず、た
だちに分会人事対策委員会及び本部人事対策委員会（下記）に相談すること。 
（放置していた結果、人事作業がほぼ固まった段階で、希望とは異なる方向に話が進んでい
たとの相談が毎年本部に寄せられてきます） 
 
 

 

本部人事対策委員会の構成  
  委 員 長：吉田 裕史  副 委 員 長：遠藤 丞 
  事務局長：浅川 智之  副事務局長：佐藤 正成 
  委    員：上記以外の本部執行委員 
  相談窓口：電話０２５－２６５－４１５１ 新高教 法政部（事務局長浅川あて） 

 

 



定年退職予定組合員のみなさま                                         ２０２０年１１月 
 
                                                                  新潟県高等学校教職員組合 
                                                                         法政部(再任用担当) 
 
  9 月 7 日、11 月 5 日に実施した新教連交渉において、再任用の運用については 2013 年度に交渉妥
結したとおり行うことを確認しています。 
  人事異動に関連して別途確認した内容とあわせてお知らせしますので、参考としてください。 
  また、分会役員を通じて再任用希望の有無について調査を依頼しています。協力のほどよろしく
お願いいたします。 
 
◆2013 年 11 月 27 日｢雇用年金接続｣に関する交渉で確認された内容 

項目 県教委回答 

 

◯再任用の基本姿勢 

 

 

 

 

 

◯勤務形態の希望 

 

 

◯採用方法 

 

 

◯スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯勤務条件、賃金の

提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★基本的には雇用と年金の接続の趣旨を踏まえて希望者全員を再任用 

 

★欠格事由や分限免職事由にあたる場合、あるいは健康上の理由などで職

務遂行に支障が生じたり、又はこれに耐えられないと判断される場合に

は再任用されないということも考えられる。 

 

★希望者の事情を十分聞きながら対応するが、職種や教科、地域の希望等

と合わない場合もあると思う。
＊１

 

 

★再任用後の公務遂行に支障が生ずることがないように、従前の勤務実績

等に基づいて選考を行う。 

 

★人事主管課(総務課、高校教育課、義務教育課)で多少の違いあり 

  11 月下旬…公募
＊１

 

     ↓ 職種･教科･希望地域のマッチング 

  ２月中旬…内定通知(再任用の可否を決定)フルタイム or 短時間も 

     ↓ 

  ３月中旬…再任用の決定通知(人事異動内示と同時期) 

  対象職員が不利にならないよう、 

  可能な限り早期の募集･選考実施･内定通知に努めていきたい 

  希望外になるような場合、前もって相談する 

 

★フルタイム勤務…週 38 時間 45 分 

  短時間勤務…条例の定めにより 15 時間 30 分～31 時間の範囲内で決定 

  常勤フルタイム職員の 1/2 程度～週 23 時間 15 分程度を想定 

  常勤代替として配置する場合は、複数人の配置を原則とする予定 

  1 日 7 時間 45 分×週 3 日＝週 23 時間 15 分 

  常勤の 1/2 程度…1 日 3 時間 52 分 30 秒×週 5 日＝週 19 時間 22 分 30 秒 

 

★給料…給料表の最下段に再任用職員の額が規定 

  短時間勤務職員の給料は、時間按分となる 

    (例)教諭  フルタイム…約 275,000 円
＊２

 

              短時間…約 165,000 円(週 23 時間 15 分勤務の場合) 

  期末勤勉手当は 2.10 月分の支給
＊３ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯遠隔地勤務 

 

 

◯兼職兼業 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯県や市を越えての

再任用 

 

◯実習教員や寄宿舎

指導員の格付 

 

 

 

 

◯赴任旅費 

 

◯新聞発表 

 

◯1 年毎に勤務形態

を選択できる仕組

みにしてほしい 

 

◯非常勤職の提示 

 

◯勧奨希望者の周知 

 

★手当…条例により生計費補完の手当は支給されない 

  ×扶養手当、寒冷地手当、特地勤務手当、退職手当 

 

★休暇…基本的には定年前の職員と同等 

  ×リフレッシュ休暇、分割面接授業参加、在外勤務等同行休業 

  年休…退職時の残日数を引き継ぐ 

       1 月 1 日に 20 日付与(短時間勤務は勤務日数等を勘案して付与) 

 

★年金…フルタイム勤務は共済組合員となるため支給停止 

        再任用在職期間を合算し、年金額を再計算 

        短時間勤務は常勤の 1/2 程度であれば支給される 

        (勤続 38 年で 14 万円程度の退職共済年金) 

  対象者が判断する参考となるよう、募集要項に詳細を記載する 

 

★現状でも退職前に単身赴任にならないように努めてきた 

  原則として単身赴任とか遠距離通勤にならないようにしたい 

 

★平成 22 年 3 月 23 日付通知 

  ｢教職員の営利企業等の従事制限について｣ 

  教育公務員として兼職・兼業が認められるもの 

  PTA 主催の模擬試験の監督・土曜講座の講師 

  県中学校体育連盟主催大会の競技役員 

  他校(県立学校)生徒の引率業務、新潟大学の非常勤講師、 

  県立文書館調査員、市町村史編纂委員、 

  市町村青少年育成員・少年補導員などを例示 

 

★退職時の任命権者が再任用するため、退職前の異動で配慮していく 

 

 

★定年退職時の職級にかかわらず、職務の程度に見合った職級に任用 

  実習助手、寄宿舎指導員も、相当の職級及び給料表に位置づける 

  他県状況、他職種とのバランスから見て 2 級格付けは難しいもの 

  水準改善については、他県状況等、情報収集を進めながら研究 

  国の検討状況を見て、人事委員会にも問題意識を伝える 

 

★再任用職員にも支給される 

 

★今後検討することであり、現段階では決めていません
＊４

 

 

★今後、検討していきます
＊５

 

 

 

 

★行わないこととしている 

 

★行いたいと考えている 



 
＊１ 高等学校教育課は 10 月(人事異動調査票とほぼ同時期)に募集要項が配布されている 
     総務課は 12 月に募集要項が配布されている 
＊２ 2019 年度教育職(二)2 級の給料月額 
     フルタイム 273,900 円、短時間 164,340 円(週 23 時間 15 分勤務の場合) 
        2015 年｢給与制度の総合的見直し｣において、 
        給料表の水準を平均 1.4％引き下げ、地域手当 1.5％を県内全域に支給 
＊３ 2019 年度の一時金は合計 2.3 月分 
＊４ 人事異動と同じく報道発表されています 
＊５ 再任用者に対する職員調書では、任期の更新のほかに勤務形態の希望も確認しています 
 
◆2017 年度、人事異動に関して県教委へ確認した内容 
 
【質問】17 年度末の定年退職予定者から、再任用３年までとなるが、同一校での勤務年数は？ 
 
【回答】現時点では、同一校での勤務を３年と考えているが、異動することもあり得る。 
 
【質問】定年退職後、1 年目に再任用をせず 2 年目に再任用を希望することができるのか？ 
 
【回答】現在の再任用制度は、定年退職者または準ずる者を対象としているため、1 年目に再任用

を希望しなかった職員が 2 年目から希望することはできない。2 年目は更新のあつかい。 
 
◆2019 年度、職員調書（定年退職者用）について、７勤務希望地域欄に、「原則 2 つ以上記入する
こと」という内容を付け加えたい旨が高等学校教育課から提案されました。高教組では 2013 年の交
渉経過等を踏まえ、提案は受け入れられないとしました。 
※第 1 希望、第 2 希望、第 3 希望と欄が 3 つありますが、「記入ができない事情は聞く」「記入の
強制はしない」と確認しています。 
 
◆2020 年度 
【質問】希望地域、勤務形態について、本人の希望尊重ということでよいか。希望を聞く前からフ

ルタイム勤務は難しい、◯◯市内は厳しいなどと希望を伝えにくくなるようなことはしな
いということでよいか。 

 
【回答】労使確認の通り、丁寧に行っていく。最初から希望を聞かないということはない。 
 
20.10.26 新高教統一要求書交渉 県教委回答 
４．再任用制度開始時に比べ、再任用の
継続希望者が増加していることから、学
校運営への影響を把握し、配置ルールの
策定を行うこと。また、職務内容を明確
にするとともに実態にあわせた制度と
なるよう、改善を行うこと。 

（高校課） 
 再任用については欠格事由、分限・免職事由に当た
る場合や健康上の理由などで職務の遂行に支障があ
り、これに耐えられないと判断される場合などは再任
用されないことが考えられますが、基本的には雇用と
年金の接続の主旨を踏まえ、養護教諭や実習助手も含
め希望者全員員を再任用していきたいと考えていま
す。 
 新規再任用と任期更新をあわせた再任用教職員人数
は制度が導入された 2014 年度に対し 2020 年度は約 5
倍となっています。希望者全員を再任用するために、
新採用人数を最小限に抑え、再任用フルタイムを短時
間の配置調整をし、対応しているところです。今後定
年延長に向け調整を進めてまいります。 
 職務内容については職名の通り、教諭・養護教諭・
実習助手としてのそれぞれの職務になります。 

 
 







新潟県人事委員会勧告資料(20201106)
教育職給料表（二）県立高校等年齢別職員数

栄養教諭 教頭 副校長 校長

1級 2級 1級 2級 2級 1級 2級 1級 2級 3級 3級 4級

20 0
21 0
22 4 4
23 1 5 6
24 11 11
25 1 1 14 16
26 4 20 24
27 1 3 21 25
28 1 1 3 19 24
29 4 3 25 32 142 3.3%
30 2 2 1 2 29 36
31 3 2 1 30 36
32 3 2 1 1 40 47
33 3 4 39 46
34 4 5 2 41 52
35 2 2 2 49 55
36 4 2 1 34 41
37 6 3 7 1 1 49 67
38 7 3 1 57 68
39 5 4 1 55 65 513 12.1%

40 3 2 2 77 84
41 13 1 1 1 108 124
42 8 3 1 2 104 118
43 6 3 2 2 1 119 1 134
44 6 2 1 1 154 2 166
45 3 7 5 1 1 158 4 179
46 3 3 2 3 1 189 5 206
47 1 3 2 5 1 3 173 12 200
48 4 4 3 7 4 173 14 209
49 2 1 2 4 4 159 11 183 1603 37.7%

50 1 2 2 7 2 157 17 188
51 1 3 6 4 166 11 2 193
52 1 5 7 4 175 11 2 1 206
53 1 1 5 3 142 11 1 4 168
54 1 2 1 5 8 159 13 4 10 203
55 1 4 7 4 199 7 1 12 235
56 1 2 1 6 172 7 14 203
57 1 1 5 7 169 3 13 199
58 1 1 2 5 7 162 3 1 23 205
59 1 1 4 11 154 1 1 26 199 1999 47.0%

60 0
合計 94 25 72 98 6 2 100 3611 133 10 105 4257
平均年齢41.2 51.3 39.2 48.1 51.3 55.1 57.2 48.2
2019年齢 40.4 51.8 38.2 47.5 51.5 54.1 57.1 47.7

人数には県立特別支援学校職員も含む

合計
養護教諭実習教員 教諭寄宿舎指導員

年齢
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